
 
総合評価書の要旨 

 
１ 評価内容 

新たに策定する森林・林業基本計画の検討に活用するため、現行の森林・林業基本計画策定の基準年で

ある平成 12 年度から平成 16 年度までを評価対象期間として、現行の森林・林業基本計画に掲げる平成

22 年の目標達成に向けた主要な施策や課題等について「森林の整備」及び「森林の保全」の観点から、そ

の取組状況の有効性等について検証した。 
 
２ 評価結果と今後の対応方向 
 (1) 平成 12 年度から 16 年度までの森林整備目標の進捗状況、森林の整備及び保全の取組状況は以下のと

おり。 
  ① 森林の整備の推進 

ア 平成 16 年度末現在、育成単層林 1,033 万 ha、育成複層林 94 万 ha、天然生林 1,383 万 ha とな

っており、多様な森林整備への誘導に向けた方策が浸透していないことなどから、育成複層林への

誘導の取組が低位となっている。 
イ 平成 12～16 年度において、概ね年間 30 万 ha の間伐が行われ、緊急的に間伐が必要な森林にお

ける取組が順調に進められたものの、人工林のうち育成途中の森林がおよそ 7 割程度あり、多面的

な機能の高度発揮が期待できない森林の増加が依然として懸念される。 
ウ 高性能林業機械の保有状況は平成 12 年度のおよそ 1.2 倍に増加したが、素材生産量に占める高性

能林業機械を使用した生産量の割合は 3 割程度にとどまっている。このような中、間伐や育成複層

林施業に対応できる効率的な作業システムの導入・普及や低コストな作業システムに対応する路網

整備が低調となっている。 
  ②森林の保全の推進 

ア 平成 16 年度末現在、延べ面積でおよそ 1,205 万 ha の森林が保安林に指定されるとともに、周辺

の森林の山地災害防止機能等が確保された集落数がおよそ 4万 9千集落となるなど森林の保全に一

定の成果がみられるものの、流域全体に及ぶものを含む山地災害が依然として発生している。 
イ 松くい虫被害は全国的に減少傾向にあるものの、東北地方の高緯度地域や寒冷な高標高地域等で

は被害地域が拡大している。 
ウ シカなどの野生鳥獣による森林被害は依然として深刻な状況となっている。 
エ 保護林や緑の回廊の設定により、優れた自然環境を有する森林が適切に保全されている。 

 (2) 以上の検証の結果、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に向けて以下の取組が重要。 
①森林の整備の推進 

ア 広葉樹林化、針広混交林化等多様な森林の整備への誘導に向けた条件整備が必要。このため、多

様な森林整備を行う対象地についての考え方の提示や普及等の取組を進めることが必要。 
イ 健全な森林を育成するため、立地条件等に応じ、路網の整備や高性能林業機械の導入等により効

率的に間伐を実施していくことが必要。 
ウ 施業の効率化を図るため、立地条件等に応じ、間伐や育成複層林施業に対応できる路網と高性能

林業機械を組み合わせた低コスト作業システムの開発・普及や、これらの作業システムに対応する

路網の整備を推進することが必要。 
②森林の保全の推進 

ア 国有林と民有林を通じた保安林の適切な管理や総合的な流域保全対策等を推進することが必要。 
イ 高緯度・高標高地域など松くい虫被害拡大の先端地域における防除対策を重点的に実施すること

が必要。 
ウ 野生鳥獣による被害及び野生鳥獣の生息の動向に応じた効果的な防除対策を進めることが必要。 
エ 今後も引き続き、森林生態系からなる自然環境の維持、種の保全等の観点から優れた自然環境を

有する森林を適切に維持・保全していくことが必要。 

森林整備目標の進捗状況の検証 
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総 合 評 価 書 

１．評価対象施策(法第 10 条第 1 項第 1 号) 

森林整備目標の進捗状況の検証 
２．政策所管部局 

林野庁 
３．政策実施主体(法第 10 条第 1 項第 2 号) 

林野庁林政部企画課 
４．政策評価時期(法第 10 条第 1 項第 2 号) 

平成 18 年 5 月 

５．評価対象期間 

平成 12 年度～平成 16 年度 
(｢森林・林業基本計画｣策定の基準年から平

成 16 年度までを評価対象期間として設定) 

６．政策の目的・目標 

当該政策は、森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の

保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能を持続的に発揮させること

が国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、

森林の適正な整備及び保全を図ることにより、国民の要請に応え、森林の有する多

面的機能を将来にわたり持続的に発揮させていくことを目的としている。 
森林の有する多面的機能の発揮の目標については、森林・林業基本計画において、

重視すべき森林の区分ごとの望ましい森林の姿やそれに誘導するための森林施業の

考え方を示すとともに、関係者が取り組むべき課題を明らかにして、これらの課題

が解決された場合に実現可能な森林の状態を目標として示している。 
７．政策の具体的内容 

森林の有する多面的機能を将来にわたり持続的に発揮できるよう、森林の適正な

整備を推進するため、重視すべき機能に応じた森林施業の計画的な推進、森林の施

業を効率的に行うための林道の整備等の施策を講じてきている。 
また、森林の適正な保全を図るため、森林の保全のために必要な規制、山地災害

等の防止と復旧、森林病害虫等の被害の防止等の施策を講じてきている。 
８．目標達成時期及び達成目標 

森林・林業基本計画において、「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循

環利用林」の区分にふさわしい、森林の適正な整備及び保全の実施により、森林施

業の方法別の面積、蓄積及び成長量が十分確保されかつ安定的に推移する状況を「指

向する森林の状態」として参考に示し、これに到達する過程としての平成 22 年及び

平成 32 年の森林の状態を目標としている。 
 

【森林の区分ごとの望ましい森林の姿】 
水 土 保 全 林：下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射

し込み、落葉などの有機物が土壌に豊富に供給され、下

層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持す

る能力や水を蓄える土壌中のすき間が十分に形成され保

水する能力に優れた森林であり、必要に応じて土砂の流

出及び崩壊を防止する施設等の治山施設が整備されてい
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る森林 

森林と人との共生林：原生的な自然環境を構成し、学術的に貴重な動植物の生

息・生育に適している森林、街並み、史跡、名勝等と一

体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成して

いる森林、騒音や風などを防ぎ生活に潤いと安心を与え

る森林、身近な自然や自然とのふれあいの場として適切

に管理され、住民等に憩いと学びの場を提供している森

林であり、必要に応じて保健・文化・教育活動に適した

施設が整備されている森林 

資源の循環利用林：林木の育成に適した土壌を有し、木材として利用する上

で良好な樹木により構成され、二酸化炭素の固定能力が

高い成長量を有する森林であって、団地的なまとまりが

あり、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

 

【森林の有する多面的機能の発揮に関する目標】 

平成22年 平成32年

水土保全林 育成単層林
※1 580 570 550 210

(万ha） 育成複層林※2 50 80 130 510
天然生林※3 670 650 630 590

森林と人との共生林 育成単層林 160 150 140 20
(万ha） 育成複層林 10 30 40 180

天然生林 380 370 360 350
資源の循環利用林 育成単層林 300 300 290 210

(万ha） 育成複層林 20 40 60 180
天然生林 340 330 320 260

総森林面積 育成単層林 1,030 1,020 970 440
(万ha） 育成複層林 90 140 230 870

天然生林 1,390 1,350 1,310 1,200
合計 2,510 2,510 2,510 2,510

総蓄積※4　（百万ｍ3） 3,930 4,410 4,730 5,080
ha当たり蓄積　（ｍ

3
） 156 176 188 202

総成長量※5　（百万ｍ3） 89 80 69 58
ha当たり成長量　（ｍ3） 3.5 3.2 2.7 2.3

(参考)
指向する森
林の状態

区　　分 平成12年
目標とする森林の状態

 

 
９．評価の観点(法第 10 条第 1 項第 3 号) 

森林・林業基本計画は、森林・林業基本法に掲げられた①森林の有する多面的機

能の持続的発揮、②林業の持続的かつ健全な発展等の基本理念及び政策の基本方向

を具体化し、個々の施策を着実に進めていくために策定されたものであり、計画的

かつ効果的な森林の整備及び保全を進める上での基本となる指針である。 

※1  育成単層林： 人手により育成・維持される森林のうち、樹齢や樹高のほぼ等しい樹木から構成されている森林 
※2  育成複層林： 人手により育成・維持される森林のうち、樹齢や樹高の異なる樹木によって構成された森林 
※3  天 然 生 林： 自然の推移に委ね、主として自然の力を活用すること(天然更新)により、保全・管理されている森林

※4  蓄 積： 森林における樹木の幹部分の材積の和 
※5 成 長 量： 樹木がある期間に成長した量 
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この中で、森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させていくた

め、地域の特性に応じた森林施業の実施に努めるとともに、これらの森林施業を効

率的に行うための林内路網の整備等を通じて、森林の整備を計画的に推進するとさ

れている。また、国土の保全、水源のかん養等を中心とした森林の有する多面的機

能が十分に発揮されるよう、森林の保全を図り、緑の再生、創出を推進するとされ

ている。 

本総合評価に当たっては、新たに策定する森林・林業基本計画の検討に活用する

ことを目的とし、森林施策の持つ長期性、及び重視すべき森林の区分を明らかにし

た現行の森林・林業基本計画の策定から短期間であることを踏まえ、現時点におけ

る講ずべき施策や課題等について「森林の整備」及び「森林の保全」の観点から、

その取組状況の有効性等について検証した。 

10．政策効果の把握の手法及びその結果(法第 10 条第 1 項第 4 号) 

(1) 森林・林業基本計画策定以降の制度等の展開状況 
森林・林業基本計画に掲げられた目標に向けた取組を推進するため、以下のよ

うに制度等の充実が図られた。 
○ 森林法の改正(H13.7)により、全国森林計画(H13.10)、地域森林計画(H13.12)、

市町村森林整備計画(H14.3)の変更において、重視すべき機能に応じて森林が

「水土保全林」、「森林と人との共生林」及び「資源の循環利用林」の３つに区

分され、複層林化、針広混交林化等、森林の区分に応じた森林整備を推進する

こととした。 

○ 森林法の改正(H15.5)、全国森林計画の策定(H15.10)、森林整備保全事業計画

の策定(H16.6)により、造林や保育等による「森林の整備」と荒廃地の復旧整備

等による「森林の保全」を併せて推進することとした。 
○ 森林法の改正(H16.3)、全国森林計画の変更(H16.6)により、森林・林業基本

計画等を踏まえた計画的な保安林指定や特定保安林の整備等を推進することし

た。 
○ 森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林整備等の取組を着実かつ総合的

に実施し、我が国の温室効果ガス排出量の削減目標である 6％のうち 3.9％に相

当する森林吸収量を確保するため「地球温暖化防止森林吸収源 10 カ年対策」が

策定(H14.12)され、京都議定書目標達成計画(H17.4)を踏まえ改訂(H17.9)され

た。 
 

市町村が当該市町村内の民有林について策定する「市町村森林整備計画」

及び国有林野における「国有林の地域別の森林計画」において、重視すべき

機能に応じた森林の区分ごとの区域等が明らかにされた。 
 

水土保全林 森林と人との共生林 資源の循環利用林 

1,646 万 ha 328 万 ha 538 万 ha 
注：平成 14 年 3 月 31 日現在の数値である。 
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(2) 森林資源の現況 
○ 我が国の総森林面積は、平成 17 年 3 月 31 日現在、2,510 万 ha で横這いと

なっており、目標に向けて推移している。 
○ 森林の総蓄積及び総成長量は、平成 17 年 3 月 31 日現在、それぞれ 43.4 億

ｍ3 と 81 百万ｍ3 となっており、森林資源の成熟化に伴い、総蓄積は増加し、

総成長量は減少し、目標に向けて推移している。 

(3) 森林の整備の状況 
これまでに、森林の有する多面的機

能を持続的に発揮する健全な森林を育

成するため、緊急的な間伐の実施、育

成単層林から育成複層林への誘導のた

めの抜き伐りの実施等、重視すべき森

林の区分に応じて造林・林道一体とな

った森林の整備が推進された。また、

これらの森林の整備を計画的かつ効率

的に推進するため、高性能林業機械の

導入等による森林施業の効率化に

向けた取組が行われた。 
その結果、主な森林の整備状況

等は以下のとおりであった。 
① 多様な森林の整備 
○ 平成 16 年度末現在、育成単

層林 1,033 万 ha、育成複層林

94 万 ha、天然生林 1,383 万 ha
となっており、多様な森林整備

への誘導に向けた方策が浸透

していないことなどから、育成

複層林への誘導の取組が低位となっている。 

森林面積の推移

2,510 2,512 2,510 2,510

0

1,000

2,000

3,000

H12 H14 H17 H22(目標)

万ha

資料：林野庁業務資料
注：1) 各年とも 3 月 31 日現在の数値である。 

2) H17 の数値は一部推計を含む。  
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2) H17 の数値は一部推計を含む。  

資料：林野庁業務資料
注：1) 各年とも 3 月 31 日現在の数値である。 

2) H17 の数値は一部推計を含む。  

資料：林野庁業務資料
注：1) 各年とも 3 月 31 日現在の数値である。 

2) H17 の数値は一部推計を含む。  
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② 間伐の推進 
○ 平成 12～16 年度においては、概ね年間 30 万 ha の間伐が行われ、緊急的に

間伐が必要な森林における取組が順調に進められた。 
○ 平成 16 年度末現在、育成途中（3～9 齢級）の水土保全林のうち、機能が良

好に保たれている森林の割合がおよそ 63％となっており、今後、間伐等の適

正な森林整備が行われなければ、機能が良好に保たれている森林が減少するお

それがある。 

③ 森林施業の効率化等 
○ 高性能林業機械の保有状況

は、平成 16 年度末現在、およ

そ 2,700 台となっており、平成

12 年度末時点のおよそ 1.2 倍

に増加した。特にスイングヤー

ダ、フォワーダ、プロセッサの

増加が顕著となっている。 
○ しかしながら、素材生産量に

占める高性能林業機械を使用

した生産量の割合は、平成 16
年度でおよそ 3 割程度にとど

まっている。 
○ また、林内道路密度は、平成

12 年度末現在 12.6m/ha であ

ったが、平成 16 年度末現在

12.8m/ha となっており、森

林・林業基本計画の目標である

概ね 40 年後の林内道路密度

18.2m/ha のおよそ 7 割程度に

とどまっている。 
○ このような中、高性能林業機械

資料：林野庁業務資料
注：1) 各年とも 3 月 31 日現在の数値である。 

2) H17 の数値は一部推計を含む。 
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資料：林野庁業務資料
注：国有林野事業で所有する林業機械は除く 

資料：林野庁業務資料
注：「すう勢値」とは、森林整備を実施しないとここま

で下がると予想される水準 

資料：林野庁業務資料 
注：1) 各年とも 3 月 31 日現在の数値である。 

2) H17 の数値は一部推計を含む。  

林内道路密度の推移
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2) 林内の公道等との合算数値であり、作業道は含まない。
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の導入や自然条件に応じた林道の開設、森林施業の集約化・団地化等の推進に

より、地域によっては効率的な森林施業の実現に一定の成果がみられている

が、一方、間伐や育成複層林施業に対応できる効率的な作業システムの導入・

普及や低コストな作業システムに対応する路網整備が低調となっている。 
 

(4) 森林の保全の状況 
これまでに、国土の保全、水源のかん養等の森林の有する多面的機能を十分に

発揮させるため、保安林※6 の計画的な指定とその適切な管理、山地災害の発生の

危険の高い地域等における渓間工※7や山腹工※8などの治山施設の設置や保安林の

整備等が推進された。また、松くい虫等の森林病害虫やシカ等の野生鳥獣による

森林被害を防止するため、森林病害虫の的確な防除、野生鳥獣の生息環境となる

広葉樹林の造成等が推進された。さらに、優れた自然環境を有する森林を保全す

るため、保護林等を設定するなど、適切な維持・保存が推進された。 
これらの結果、主な森林の保全の状況等は以下のとおりであった。 

① 保安林の指定と山地災害の防止 
○ 平成 16 年度末現在、延べ面積※9でおよそ 1,205 万 ha（実面積※10でおよそ

1,133 万 ha）の保安林が指定されており、平成 12 年度に比べておよそ 1.3 倍

に増加し、計画的な指定とその適切な管理が推進されている。 
○ また、治山事業による治山施

設の設置と保安林の整備が実

施され、山地災害から保全され

る森林面積が平成 12 年度～平

成 16 年度の 5 年間に年平均お

よそ52.4千haずつ着実に増加

した。 
○ これまで、集落に近接する山

地災害危険地区等のうち、現に

荒廃地があり人家戸数が多い

集落など緊急性の高い地域に

おいて、重点的に森林の保全対

策を実施することにより、周辺

の森林の山地災害防止機能等が

確保された集落の数を平成 20
年度までに 5 万 2 千集落に増加

させるという目標に向け施策が

推進され、平成 16 年度末現在、

周辺の森林の山地災害防止機能

等が確保された集落数がおよそ

4 万 9 千集落となり、着実に増

加している。 

保安林の配備面積
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資料：林野庁業務資料
注：(   )書きは実面積 
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○ しかしながら、近年、局地的豪雨の頻発や少雨年と多雨年の変動幅の拡大等

により、流域全体に及ぶものを含む山地災害が依然として発生し、山地災害危

険地区も増加している。また、極端な少雨等の影響により地域的な渇水も発生

している状況にある。 
② 森林病害虫等の被害の防止 
○ 森林病害虫被害で最も深刻

な松くい虫の被害は、毎年、被

害木の駆除等、防除対策が実施

された結果、全国的に減少傾向

にある。しかしながら、東北地

方の高緯度地域や寒冷な高標

高地域等では被害地域が拡大

している。 
○ また、シカなどの野生鳥獣に

よる森林被害は依然として深

刻な状況となっている。 
③ 優れた自然環境を有する森林の保全等 
○ 原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、貴重な動植物の保護、遺伝資

源の保存等を目的とした保護林の設定が国有林で進められ、平成 16 年度末現

在、840 箇所、658 千 ha に増加しており、貴重な森林の保全に一定の成果を

あげている。 
○ また、保護林を連結してネットワークを形成する「緑の回廊※11」の整備が

国有林を中心に民有林とも連携しつつ進められており、平成 16 年度末現在、

19 箇所、391 千 ha 設定され、種の保存や遺伝的な多様性の確保に一定の成果

をあげている。 

11．学識経験を有する者の知見の活用(法第 10 条第 1 項第 5 号) 

平成 17 年度第３回農林水産省政策評価会林野庁専門部会（平成 18 年 3 月 9 日）

及び平成 18 年度第 3 回農林水産省政策評価会（平成 18 年 5 月 26 日）を開催し、

政策評価委員より意見等を聴取した。 

12．評価を行う過程において使用した資料その他の情報(法第 10 条第 1 項第 6 号) 

○「森林・林業基本計画」（平成 13 年 10 月 26 日 閣議決定） 

全国の松くい虫被害の推移（民有林）
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資料：林野庁業務資料

※6  保 安 林： 
 

水源のかん養等特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事が指定する森林。

立木の伐採や土地の形質の変更が制限される。 
※7  渓 間 工： 
 

渓床の縦侵食及び横侵食を防止して、渓床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の防止・調整を図る

治山ダム工や流水による渓岸の崩壊や侵食を防止する護岸工等に分類。 
※8  山 腹 工： 
 

斜面安定を目的とする土木的施設の山腹基礎工、斜面の植生を回復するための山腹緑化工及び落石

の防止・軽減を目的とする落石防止工に分類。 
※9  延べ面積： 
 

水源かん養保安林や土砂流出防備保安林などの複数の保安林種が同一の森林に重複して指定され

ている場合の重複関係を排除しない保安林の面積。 
※10 実 面 積： 
 

水源かん養保安林や土砂流出防備保安林などの複数の保安林種が同一の森林に重複して指定され

ている場合の重複関係を排除し、保安林に指定されている森林の面積。 
※11 緑の回廊： 
 

野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動経路を広範囲に確保することにより個体群の交流を促進し、

種や遺伝的な多様性を保全するため、保護林相互を連結してネットワークとする取組。 
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○「森林・林業白書」（各年度 農林水産省） 
○「国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」（各年度 農林水産省） 
○「農林水産省政策評価結果書」（各年度 農林水産省） 
○「森林・林業統計要覧」（各年 林野庁） 

13．政策評価（検証）の結果(法第 10 条第 1 項第 7 号) 

森林は、木材の生産のみならず、国土の保全や水源のかん養、地球温暖化の防止、

自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、近年、これらの機能に対する国民

の期待は一層高まってきている。このような国民の要請に応えるためには、森林の

有する多面的機能を持続的かつ高度に発揮させていくことが必要である。 
特に、平成 17 年 2 月に京都議定書が発効し、地球温暖化防止に向けて我が国は、

温室効果ガスの排出量を基準年（平成 2 年）と比較して 6％削減しなければならな

い。このうちの 1,300 万炭素トン（基準年総排出量比約 3.9％）程度を森林吸収源対

策で確保することが求められている中で、森林・林業基本計画の目標の達成が 3.9％
の実現に資するものであることから、本年策定が予定されている新たな森林・林業

基本計画に基づき、必要な森林の整備等を着実かつ総合的に推進することが必要で

ある。 
なお、国民のボランティア活動への理解と森林環境に対する関心が高まりつつあ

る中で、森林づくりにかかわる活動を行っているボランティア団体が増加するなど、

森林の整備・保全に参加しようとする人が増えている。今後とも森林の有する多面

的機能を持続的に発揮させていくためには、森林の整備・保全を社会全体で支える

取組が重要であることから、国民のニーズに応えつつ、森林ボランティア活動や体

験学習など国民の森林づくり活動への参画を促進することが必要である。 
 
（森林の整備の推進） 

○ 森林・林業基本計画では、森林の区分ごとの望ましい森林の姿に誘導するため、

間伐等の着実な実施により健全な森林を維持しつつ、育成単層林から育成複層林

への誘導を図るなどにより、多様な森林を整備することとされているが、多様な

森林整備への誘導に向けた方策が浸透していないことなどから、その実績は低位

にとどまっていることを踏まえ、取組の実施に当たっての条件整備が必要である。

このため、高齢級の森林が増加する中での効率的な広葉樹林化、複層林化等を推

進するとともに、多様な森林整備を行う対象地についての考え方の提示や普及、

広葉樹林化等の円滑な推進のための森林計画制度等の運用の見直しなどの取組を

進めることが必要である。 
○ また間伐については、平成 12～16 年度において概ね年間 30 万 ha 程度が実施

され、緊急的に間伐が必要な森林における取組が進んでいる。しかしながら、人

工林のうち育成途中の森林がおよそ 7 割程度あり、多面的な機能の高度発揮が期

待できない森林の増加が依然として懸念される現状にあることから、健全な森林

を育成するため、立地条件等に応じ、路網の整備や高性能林業機械の導入等によ

り効率的に間伐を実施していく必要がある。 
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○ さらに、森林の区分に応じた森林の整備を推進するための高性能林業機械の導

入や自然条件に応じた林道の開設等については、森林施業の効率化に一定の成果

を上げている一方で、高性能林業機械の能力を活用した作業システムの導入・普

及が十分でないことや育成複層林施業等に対応した効率的な路網配置の手法が未

構築なことなどにより効率的な作業システムや低コストな路網整備が遅れている

ことが課題となっている。このため、効率的な森林施業や生産性の向上を図るた

め施業の集約化・団地化を進めるとともに、立地条件等に応じ、間伐や育成複層

林施業に対応できる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システム

の開発・普及や、これらの作業システムに対応する路網の整備を推進し、併せて、

そのために必要な機械の開発・改良、普及を実施することが必要である。 
 
（森林の保全の推進） 

○ 保安林の計画的な指定とその適切な管理、荒廃地の復旧整備を図るため治山事

業による治山施設の設置と保安林の整備の実施により、周辺の森林の山地災害防

止機能等が確保された集落数が増加するなど森林の保全に一定の成果がみられて

いる。 
○ しかしながら、近年、局地的豪雨の頻発や少雨年と多雨年の変動幅の拡大が見

られ、流域全体に及ぶものを含む山地災害が依然として発生し、山地災害危険地

区も増加している。また、極端な少雨等の影響により地域的な渇水も発生してい

る状況にある。 
○ こうしたことから、安全で安心できる豊かな暮らしの実現に向け、地域の安全

性の向上、良質な水資源の安定的な供給等を図るため、今後も引き続き、保安林

の計画的な指定とその適切な管理及び治山事業の一層の推進が必要である。この

場合、伐採や開発行為等の規制措置の適正な運用を図ることはもとより、国有林

と民有林を通じた保安林の適切な管理や総合的な流域保全対策、山地災害危険地

区の再点検と特に緊急性・重要性の高い地区への重点的な対策等を推進すること

が重要である。 
○ 森林の有する多面的機能の低下につながる森林被害については、最も深刻な松

くい虫の被害量は全国的に減少傾向にあるものの、東北地方の高緯度地域や寒冷

な高標高地域等では被害地域が拡大していることから、高緯度・高標高地域など

松くい虫被害拡大の先端地域における防除対策を重点的に実施する必要がある。

また、シカなどの野生鳥獣による森林被害は依然として深刻な状況となっている

ことから、被害及び野生鳥獣の生息の動向に応じた効果的な森林被害の防除対策

を進めることが必要である。 
○ また、保護林や緑の回廊の設定により、優れた自然環境を有する森林が適切に

保全されており、引き続き、森林生態系からなる自然環境の維持、種の保全や遺

伝的な多様性の確保等の観点から貴重な森林を適切に維持・保全していくことが

必要である。 
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14．学識経験を有する者からの意見等 

[農林水産省政策評価会] 

○ 森林・林業の問題は、時間軸と空間軸の両方の視点をしっかり持ち、50 年、60 年

あるいは 100 年先を見ながら毎年の施策を考えていくということと、空間的には森

林資源は将来どのようになるかなど、違う尺度で考えなければならないのではない

か。（今村委員） 

○ 日本の林地に合った高性能で多目的な機械の開発が大事である。効率的に作業を

実施するため、こうした機械を小さな規模で持つより、広範囲で仕事をする作業集

団などを考えたらどうか。（立花委員） 

○ 環境の問題も含めて森林・林業の現状は依然として厳しい状況にある。一方、利

用できる木材が増える状況にある中で、民間から知恵が出てこないのはなぜか。総

合評価とは本来、そのような原因が何かを分析し、評価しなければならないのでは

ないか。（田中委員） 

○ 不在村者所有森林の把握に人もコストもかかるという現状があるようだ。このこ

とに対する支援があってもいいのではないか。 

○ ボランティアの育成について、専門性のあるボランティアを育成して欲しいとい

う要望があり、それに対しての支援があってもいいのではないか。（長谷川委員）

 

[林野庁専門部会] 

○ 国民参加（特に都市住民）という視点は大事であり、施策上も配慮が必要である。

（金井委員）

○ 評価のポイントは、国民とのコミュニケーションが成り立つかどうかであり、国

民に分かりやすい総合評価を期待したい。（野村委員） 

○ 最近は、森林の公益性に国民の視点が向けられてきており、国民に分かりやすく

理解を進めるためにも森林の公益性を PR しても良いのではないか。（平倉委員） 

注）「法」とは、行政機関が行う政策評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号）をいう。 


